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上田市消費喚起応援事業（第５弾） 

２月だヨ！『チケットQR』～最大20％割引キャンペーン～ 参加店舗募集要項 

 

１．趣旨 

長引く新型コロナウイルス感染拡大による経済的影響に加えて、原材料等の物価高騰の影響を

受けている市内中小事業者を支援するため、市内商工団体が実施する「上田市消費喚起応援事業 

（第５弾）」の参加事業者を、以下のとおり募集します。 

なお、複数店舗を保有する事業者は原則店舗ごとの申請をお願いします。 

 

２．事業概要 

■割引チケット利用上限 総額３億円（消費喚起効果：１５億円） 

■チケット券種 

※券種が６種類に増えま

した。 

1ID（携帯電話番号）あたり、合計１万円分の割引チケットを付与。 

以下６種類の券を発行し、買物金額に応じて１会計（※同一店舗に 

おける同日中の支払い）あたり、いずれか１枚の利用を可とする。 
 

①2,000円割引チケット （１万円以上の買物で利用可） 
 

②1,000円割引チケット （５千円以上の買物で利用可） 
 

③ 600円割引チケット （3,000円以上の買物で利用可） 
 

④ 400円割引チケット （2,000円以上の買物で利用可） 
 

⑤ 200円割引チケット （1,000円以上の買物で利用可） 
 

 ⑥ 100円割引チケット （  500円以上の買物で利用可） 

 

※各券に利用回数制限はなく、総利用額１万円に達するまで何回でも

利用できます。 

■配布方法 専用アプリ（TicketQR）をスマートフォンにダウンロードし、利用登

録したすべてのIDに合計１万円分の割引チケットが付与されます。 

（令和５年１月中旬以降を予定） 

■配布対象 制限無し（市外在住者・観光客等も利用可） 

■利用期間 令和５年２月１日（水）～令和５年２月２８日（火）（28日間） 

※ただし、新型コロナ感染拡大の状況等によって、実施時期の変更を 

行う場合があります。 

※また、チケット利用額が予算額に達する見込となった際は、キャンペ

ーンを早期に終了する場合があります。（その際は事前に早期終了の

周知を行い、終了日以降自動的にアプリ上のチケット機能が利用不可

となります。） 
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３．参加事業者の資格と条件 

以下の（１）～（４）のすべてを満たす事業者が対象です。 

（１）上田市内に対面販売を行う実店舗を有する中小事業者 

※本社・本店が市内にあるか否か問いません。 

（２）「１１．参加事業者の遵守事項」について誓約する事業者 

（３）長野県が推進する「新型コロナ対策推進宣言」に取り組み、店頭にポスターやステッカー

を掲示している事業者（利用開始日までに取り組みを始める事業者も含む）。 

特に、飲食店については、「信州の安心なお店認証制度」へのアップグレードを行うこと

を推奨する。 

【「新型コロナ対策推進宣言」とは】 

経済活動や需要喚起を図るため、事業者自らが感染防止策を宣言する取り組みです。 

（対策）☑対人距離の確保、☑手指消毒の設備の設置、☑マスクの着用、☑施設の換気、 

☑施設の消毒、☑その他、各業界団体等が定めるガイドラインに沿った対策 

 

【信州の安心なお店認証制度とは】 

巡回員が、店内の感染症対策状況を現地で確認し、実施できていれば、「信州の安心なお店」

ステッカーを受け取ることができます。「信州の安心なお店」には「ワクチン・検査パッケー

ジ」登録店制度が導入され、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等の状況下でも、一定の条件

を満たすことで飲食時等に適用される行動制限を緩和するものです。 

 

（４）次に該当する事業者は、対象外とします。 

①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法第77号）第２条第２号に規定 

する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員、又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を

有するもの 

②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第５項に 

規定する性風俗関連特殊営業を行っている事業者 

③「５．チケットの利用対象とならないもの」に記載する取引・商品のみを取り扱う事業者 

④その他の法令又は公序良俗に反するもの 

  

４．事業者負担 

今回のデジタルチケット取り扱いに関して、事業者の費用負担は一切ありません。 

・事業者登録手数料、決済手数料、換金手数料、振込手数料はかかりません。 

・デジタルチケットの取り扱いのために事務局から無料で各店舗のQRコードを２枚発行します。 

その他特別な機器導入は不要です。 
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５．チケットの利用対象とならないもの 

（１）国や地方公共団体等への支払い（税金・水道等の公共料金、市指定ゴミ袋 等） 

（２）換金性の高いものの購入（有価証券、商品券、ビール券、図書カード、切手、印紙、 

プリペイドカード等）や、電子マネーへのチャージ 

（３）現金との換金、金融機関への預け入れ 

（４）土地・家屋の購入、家賃・地代・駐車料等の不動産に関わる支払い、金融商品（株券、 

先物、保険、宝くじ等）の購入 

（５）たばこ事業法に規定する製造たばこの購入 

（６）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条 

第５項に規定する性風俗関連特殊営業を行っている事業者への支払い 

（７）特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの 

（８）その他、事業の趣旨にそぐわないもの 

 

６．インストールサポート店（旧称：デジタル協力店） 

高齢者や初めての方などでも安心してデジタルチケットを利用していただくため、実際に 

チケットの利用時に、店舗にてお客様の操作等を丁寧にサポートしていただける事業者を『イン

ストールサポート店』として登録し、チラシやホームページ等で周知させていただきます。 

インストールサポート店としての登録を希望される事業者におかれましては、申請時に 

インストールサポート店登録希望を選択いただき、お客様からご要望があった際には丁寧な 

サポートをお願いします。 

 

７．申請方法 

参加店舗登録申請書（別紙様式）に必要事項を記入の上、郵送またはFAXにて、事務局 

（上田商工会議所）へ提出してください。 

◆事務局住所： 〒386-8522 上田市大手1-10-22 上田商工会議所内 

上田市消費喚起応援事業（第5弾）事務局 宛て 

 ◆事務局FAX： 0268-25-5577 

 

また、インターネットを通じて以下URLより、メールによる申請も受け付けております。  

■URL：https://www.ucci.or.jp/info/news/ticketqr2022campaign-seller2/ 

 

８．申請受付締切（第４回に参加していない新規にキャンペーン参加申請する方） 

締切：１月16日（月）中必着  

 ※なお、上記締切後もキャンペーン期間中は随時申請を受け付けますが、締切後に申請された

事業者は、チラシ等に掲載されない場合や、キャンペーン開始日にQRコードや店内 

掲示物等の配布が間に合わない可能性があります。 

※さきの第４弾に参加された事業者は、自動的にQRコードをお送りさせていただきます。 
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９．審査・登録 

事務局は、申請期間内に申請のあった事業者（店舗）について審査を行います。審査の結果、

登録となった事業者には、後日、店頭掲示用ポスター等を送付します。また、登録対象外と判断

された事業者には、指定の連絡先宛てに対象外となる事実とその理由を併せて連絡いたします。

業種については当所の規定にあわせ変更する場合もあります。 

１０．換金手続き 

換金業務はアプリ利用結果を自動的に集計しますので、事業者側の手続きは必要ありません。 

毎月初めに、前月１か月分の締め作業を実施し、次月５営業日後を目途に指定口座に振り込み

を行います。（振込予定日：３月７日（火）） 

１１．参加事業者の遵守事項等 

参加事業者は、次の事項を遵守してください。 

（１）「５．チケットの利用対象とならないもの」に示す商品の取引においてチケットを使用 

させないこと。 

（２）特段の事由がない限り、キャンペーン期間中に参加事業者を辞退せず、また、売買取引時

において、顧客のチケット利用を拒まないこと。 

（３）配布する店頭掲示用ポスター、デジタルチケット用QRコードを、消費者の分かりやすい

場所に掲示すること（利用の申し出があった場合のみ提示することは不可）。 

（４）チケットの利用額は券種ごとに事務局が定める売買価格帯に応じた額を厳守すること。 

（５）同一店舗での同一端末によるチケット利用は１日１回に制限されます。 

（６）売買取引の実態が無いにも関わらず、自らや自らの関係者に付与されたチケットが、自店

舗で使用されたかのように偽る等の不正な行為を決して行わないこと。 

（７）不可解な利用実績等に基づき、事務局から利用状況等の確認、調査が行われる場合には、

帳票類を含めた情報開示等に全面的に協力すること。 

（８）本事業を各店舗での売り上げ増加につなげるため、キャンペーン期間に合わせた販促企画

の実施や、お客様へのチケット利用推奨（声掛け）など、各店舗での積極的な取り組み 

（可能な範囲で）をお願いします。 

１２．参加事業者の資格喪失等 

（１）万が一、参加事業者が本要項に定める事項に反した場合には、参加事業者登録を取消し、

チケットの換金を停止することがあります。 

（２）また、参加事業者の不正な行為により損害が発生したときは損害賠償を請求する場合が

あります。 

１３．お問い合わせ 

上田商工会議所（営業時間 9：00～17：30 定休日：土・日・祝日） 

住所・FAX：上記 TEL：0268-22-4500 E-mail：ticketQR2022@ucci.or.jp （お問合せ専用） 


